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動物検疫所門司支所交渉（全農林労働組合福岡分会） 

 

議  事  要  旨 

 

１ 開催日時 平成３１年１月３０日（水）１７：２０～１７：３５（１５分） 

２ 場  所 動物検疫所門司支所書庫 

３ 出 席 者 動物検疫所門司支所     鎌川 浩之 支所長 

                  同                小川  誠 庶務課長 

 

       全農林労働組合福岡分会      吉岡 潤治 副委員長 

 

４ 議  題 ２０１８秋闘要求書回答 

      （全農林労働組合福岡分会提出 別添「要求書」） 

 

５ 議事概要 

 

 （庶務課長） 

  ただいまから、全農林労働組合福岡分会からの要求に基づく交渉を開始する。

本日の交渉については、１月２８日の予備交渉時に取り決めた事項について実施

する。 

 

 （吉岡副委員長） 

それでは、私から要求書の趣旨を説明する。 

１点目及び２点目の超過勤務縮減については、超過勤務実態を調査したとこ

ろ、長時間の超過勤務を行っている職員の実態が明らかになっている。特定の職

員に業務が集中することがないよう、業務の見直し及び業務の平準化など、更な

る超過勤務縮減対策が求められている。職場の健康管理や良好な職場環境は、何

より超過勤務の縮減が必要と考えるので、職員が退庁しやすい環境づくりのた

め、当局におかれては、年間を通した超過勤務の縮減となるよう、非常勤職員の

雇用も含め具体的な超過勤務の縮減に向けた対策を取り組んでいただくようお

願いする。 

３点目のセクシャルハラスメント、パワーハラスメントについては、日常的に

起こりうる問題である。発生した場合の対策はもちろんのこと、まずは発生させ

ないことが最も重要であり、引き続き、明るく働きやすい職場の構築に向けて防

止策の徹底をお願いする。 

４点目の年次休暇や夏季休暇の取得については、定員削減による職員数の減少

や業務過重により取得しづらい状況となっている。また、年次休暇は、職員の健

康管理やリフレッシュ的な側面もあることから、職員が年次休暇を取得しやすい

よう、職場環境や雰囲気づくりをお願いする。 

５点目のワークライフバランスの確保については、育児休業及び育児のための
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短時間勤務が取得しやすい職場環境の整備を図るとともに、セクシャルハラスメ

ント、パワーハラスメントを根絶し、管理者と職員とのコミュニケーションを大

切にし、明るく働きがいのある民主的な職場を確立するよう要求する。 

Ⅱの福利厚生施策の充実については、職員の福利厚生を勤務条件の重要事項と

位置づけ、職員のニーズを踏まえて充実させるとともに、「農林水産省職員の心

の健康づくりのための指針」に基づき、動物検疫所門司支所におけるメンタルヘ

ルス対策の充実・強化を図り、何でも相談できる職場環境づくりを現場管理者が

率先して行うよう要求する。 

最後の新たな人事評価については、日常においても職員とのコミュニケーショ

ンを図り、評価結果がより良いものとなるよう、丁寧なアドバイスをお願いする。 

  以上、要求書の趣旨について申し上げ、動物検疫所門司支所当局の見解を伺う。 

 

 （庶務課長） 

  それでは要求事項について鎌川支所長より回答する。 

 

 （鎌川支所長） 

    「Ⅰの１及び２ 超過勤務の縮減」については、 ①一人当たりの年間超過勤務

時間が 360 時間を超えないように努めること、②毎月の超過勤務実績を検証し業

務の平準化を図ること等具体的な事項を定め、超過勤務縮減に向けて取り組んで

いるところである。 

  今後とも、事前の超過勤務命令を心掛け、勤務時間外に業務指示は行わないよ

う努めるとともに、定期的に超過勤務縮減の取組を検証し、より実効性のある超

過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。 

 

  「Ⅰの３ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの根絶等」につい

ては、秘書課長通知により、セクシュアルハラスメントの防止及び排除のための

措置等を明確にしているところであり、パワーハラスメントの防止については、

人事院が作成した「『パワーハラスメント』を起こさないために注意すべき言動

例について」を職員掲示板に掲示して職員に周知し、その防止に努めているとこ

ろである。 

 

  「Ⅰの４ 年次休暇や夏季休暇」については、年次休暇や夏季休暇を計画的に

取得することは重要であると考えており、ゴールデンウィークや夏季休暇の取得

の際に年次休暇と組み合わせ、長期連続休暇となるよう努めることなどを促す

等、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引き続き徹

底してまいりたい。 

  諸休暇については、掲示板に制度等の概要を掲載するなど職員周知を図るほか、

照会があった場合には個別に対応を行っているところであり、引き続き、利用し

やすい職場環境の整備に努めてまいりたい。 

 

  「Ⅰの５ ワークライフバランスの確保等」については、仕事と家庭生活の両
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立を図ることができるよう育児を行う職員等について職場全体で支援していく

ことは重要であると認識している。また、育児休業や育児短時間勤務を希望する

職員の担当業務が支障なく遂行されるよう、必要に応じて業務の調整を行うな

ど、取得しやすい職場環境となるよう努めてまいりたい。 

 

  「Ⅰの６ 管理者と職員とのコミュニケーション」については、引き続き管理

職が率先して職員とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に行うことができ

る環境づくりに努力する考えである。 

 

    「Ⅱ メンタルヘルス対策」については、「農林水産省職員の心の健康づくり

のための指針」及び「農林水産省職員の心の健康づくりのための運用方針」に基

づき、心の健康に対する管理職員の意識向上のため、定期的にメンタルヘルス研

修を実施しているほか、心の健康に問題のある職員の早期発見・早期対応のため、

職場内の相談体制や外部の専門機関に相談できる体制を整備しているところで

あり、引き続き職場や専門家が連携して対応する考えである。 

 

  「Ⅲ 人事評価制度」については、昇任・昇格、昇給、勤勉手当への反映など

評価結果が処遇に活用されることから、期首面談においては、評価者と被評価者

の間で目標内容を明確にし、認識を共有して、目標を確定するとともに、期末面

談に当たっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、引き続き指導してまいりた

い。 

  日常的な指導・助言やコミュニケーションについては、人事評価制度にかかわ

らず、組織内の意識の共有や業務改善等につながるほか、職場の実情を把握する

上で最も基礎的な手段と認識しており、今後とも、日常のコミュニケーションを

奨励してまいりたい。 

 

  以上である。 

 

 （吉岡副委員長）  

本要求書については、動物検疫所門司支所組合員の職場実態調査に基づく切実

な要求事項である。ただいまの支所長からのご回答のとおり、要求事項の解決に

向けて、引き続きのご尽力をお願いする。 

 

 （鎌川支所長） 

  本日の交渉を踏まえ、今まで以上に働きやすい職場になるように、引き続き努

力してまいりたい。 

 

 （庶務課長） 

    以上で交渉を終了する。 






